
議第 143号 

山形県手数料条例の一部を改正する条例（案）新旧対照表 

第１条関係（山形県手数料条例の一部改正） 

現   行 改 正 案 

（手数料の徴収） （手数料の徴収） 

第２条 県は、次の各号に掲げる事務につき、そ

れぞれ当該各号に定める手数料を徴収する。こ

の場合における当該手数料の金額は、当該各号

に特別の計算単位の定めのあるものについては

その計算単位につき、その他のものについては

１件につきそれぞれ当該各号に定める額とす

る。 

第２条 県は、次の各号に掲げる事務につき、そ

れぞれ当該各号に定める手数料を徴収する。こ

の場合における当該手数料の金額は、当該各号

に特別の計算単位の定めのあるものについては

その計算単位につき、その他のものについては

１件につきそれぞれ当該各号に定める額とす

る。 

  (１)～(423)の11の３ －略－     (１)～(423)の11の３ －略－   

 

 

 

 

 

(423)の12 建築物

のエネルギー消

費性能の向上に

関する法律第29

条第１項の規定

に基づく建築物

エネルギー消費

性能向上計画の

認定の申請に対

する審査 

建築物エ

ネルギー

消費性能

向上計画

認定申請

手数料 

次の表の

左欄に掲

げる区分

に応じ、そ

れぞれ同

表の右欄

に定める

額 

  (423)の12 建築物の

エネルギー消費性

能の向上に関する

法律第29条第１項

の規定に基づく建

築物エネルギー消

費性能向上計画の

認定の申請に対す

る審査 

建築物エ

ネルギー

消費性能

向上計画

認定申請

手数料 

建築物１

棟につき、

次の表の

左欄に掲

げる区分

に応じ、そ

れぞれ同

表の右欄

に定める

額を合算

した額 

 

 区分 金額   区分 金額  

 イ～ニ －略－ －略－   イ～ニ －略－ －略－  

 備考 －略－   備考 －略－  

 第423号の12の表の付表第１   第423号の12の表の付表第１  

 区分 金額   区分 金額  

 登録住宅性能評価機関により建

築物のエネルギー消費性能の向

上に関する法律第30条第１項第

１号及び第３号に掲げる基準に

適合すると評価されている場合 

5,000円   登録住宅性能評価機関により建

築物のエネルギー消費性能の向

上に関する法律第30条第１項第

１号、第３号及び第４号に掲げる

基準に適合すると評価されてい

る場合 

5,000円  

 －略－ －略－   －略－ －略－  

 第423号の12の表の付表第２   第423号の12の表の付表第２  

 区分 金額   区分 金額  

 登録住宅

性能評価

機関によ

り建築物

のエネル

ギー消費

性能の向

－略－ －略－   登録住宅

性能評価

機関によ

り建築物

のエネル

ギー消費

性能の向

－略－ －略－  
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上に関す

る法律第

30条第１

項第１号

及び第３

号に掲げ

る基準に

適合する

と評価さ

れている

場合 

上に関す

る法律第

30条第１

項第１号、

第３号及

び第４号

に掲げる

基準に適

合すると

評価され

ている場

合 

 －略－ －略－ －略－   －略－ －略－ －略－  

 第423号の12の表の付表第３   第423号の12の表の付表第３  

 区分 金額   区分 金額  

 登録建築

物エネル

ギー消費

性能判定

機関によ

り建築物

のエネル

ギー消費

性能の向

上に関す

る法律第

30条第１

項第１号

及び第３

号に掲げ

る基準に

適合する

と評価さ

れている

場合 

－略－ －略－   登録建築

物エネル

ギー消費

性能判定

機関によ

り建築物

のエネル

ギー消費

性能の向

上に関す

る法律第

30条第１

項第１号、

第３号及

び第４号

に掲げる

基準に適

合すると

評価され

ている場

合 

－略－ －略－  

    

    

    

    

    

 －略－ －略－ －略－   －略－ －略－ －略－  

 (423)の13 建築

物のエネルギ

ー消費性能の

向上に関する

法律第31条第

１項の規定に

基づく建築物

建築物エ

ネルギー

消費性能

向上計画

変更認定

申請手数

料 

次の表の左

欄に掲げる

区分に応じ、

それぞれ同

表の右欄に

定める額 

  (423)の13 建築

物のエネルギ

ー消費性能の

向上に関する

法律第31条第

１項の規定に

基づく建築物

建築物エ

ネルギー

消費性能

向上計画

変更認定

申請手数

料 

申請に係る

建築物の計

画の変更に

係る建築物

１棟につき、

次の表（当該

変更の内容
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エネルギー消

費性能向上計

画の変更の認

定の申請に対

する審査 

エネルギー消

費性能向上計

画の変更の認

定の申請に対

する審査 

が当該計画

に新たな他

の建築物（建

築物のエネ

ルギー消費

性能の向上

に関する法

律第29条第

３項に規定

する他の建

築物をいう。

以下この号

において同

じ。）に係る

事項を追加

するもので

あるときは、

当該追加す

る他の建築

物にあって

は、１棟につ

き、前号の

表）の左欄に

掲げる区分

に応じ、それ

ぞれ同表の

右欄に定め

る額を合算

した額 

 区分 金額   区分 金額  

 イ～ニ －略－ －略－   イ～ニ －略－ －略－  

 備考 －略－   備考 －略－  

 第423号の13の表の付表第１   第423号の13の表の付表第１  

 区分 金額   区分 金額  

 登録住宅性能評価機関により建

築物のエネルギー消費性能の向

上に関する法律第30条第１項第

１号及び第３号に掲げる基準に

適合すると評価されている場合 

3,000円   登録住宅性能評価機関により建

築物のエネルギー消費性能の向

上に関する法律第30条第１項第

１号、第３号及び第４号に掲げる

基準に適合すると評価されてい

る場合 

3,000円  

 －略－ －略－   －略－ －略－  

 第423号の13の表の付表第２   第423号の13の表の付表第２  

 区分 金額   区分 金額  

 登録住宅－略－ －略－   登録住宅－略－ －略－  
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 性能評価

機関によ

り建築物

のエネル

ギー消費

性能の向

上に関す

る法律第

30条第１

項第１号

及び第３

号に掲げ

る基準に

適合する

と評価さ

れている

場合 

  性能評価

機関によ

り建築物

のエネル

ギー消費

性能の向

上に関す

る法律第

30条第１

項第１号、

第３号及

び第４号

に掲げる

基準に適

合すると

評価され

ている場

合 

 

    

    

 －略－ －略－ －略－   －略－ －略－ －略－  

 第423号の13の表の付表第３   第423号の13の表の付表第３  

 区分 金額   区分 金額  

 登録建築

物エネル

ギー消費

性能判定

機関によ

り建築物

のエネル

ギー消費

性能の向

上に関す

る法律第

30条第１

項第１号

及び第３

号に掲げ

る基準に

適合する

と評価さ

れている

場合 

－略－ －略－   登録建築

物エネル

ギー消費

性能判定

機関によ

り建築物

のエネル

ギー消費

性能の向

上に関す

る法律第

30条第１

項第１号、

第３号及

び第４号

に掲げる

基準に適

合すると

評価され

ている場

合 

－略－ －略－  

    

    

    

    

    

 －略－ －略－ －略－   －略－ －略－ －略－  

  (423)の14～(478)  －略－ (423)の14～(478)  －略－ 
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２ －略－ ２ －略－ 
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附則第２項関係（山形県屋外広告物条例の一部改正） 

現   行 改 正 案 

（審議会）  

第18条 知事の諮問に応じて広告物及び掲出物件

に関する重要事項を審議させるため、山形県屋

外広告物審議会（以下「審議会」という。）を

置く。 

第18条 削除 

２ 審議会は、委員16名以内で組織し、委員は、

次に掲げる者のうちから知事が任命する。 

 

(１) 学識経験を有する者  

(２) 関係行政機関の職員  

(３) 市町村の長を代表する者  

(４) 県議会の議員  

(５) 広告業者（第21条第１項又は第３項の登

録を受けて広告業を営む者をいう。以下同

じ。） 

 

３ 前項第１号及び第５号に掲げる者である委員

の任期は、２年とする。ただし、委員が欠けた

場合における補欠の委員の任期は、前任者の残

任期間とする。 

 

（諮問） （諮問） 

第19条 知事は、次に掲げる場合においては、審

議会の意見を聞かなければならない。 

第19条 知事は、次に掲げる場合においては、山

形県景観形成審議会の意見を聞かなければなら

ない。 

(１)及び(２) －略－ (１)及び(２) －略－ 

（登録の拒否） （登録の拒否） 

第21条の４ 知事は、登録申請者が次の各号のい

ずれかに該当する者であるとき、又は第21条の

２の登録申請書若しくはその添付書類のうちに

重要な事項について虚偽の記載があり、若しく

は重要な事実の記載が欠けているときは、その

登録を拒否しなければならない。 

第21条の４ 知事は、登録申請者が次の各号のい

ずれかに該当する者であるとき、又は第21条の

２の登録申請書若しくはその添付書類のうちに

重要な事項について虚偽の記載があり、若しく

は重要な事実の記載が欠けているときは、その

登録を拒否しなければならない。 

(１) －略－ (１) －略－ 

(２) 広告業者で法人であるものが第24条の２

の規定により登録を取り消された場合におい

て、その処分のあつた日前30日以内にその広

告業者の役員であつた者でその処分のあつた

日から２年を経過しないもの 

(２) 広告業者（第21条第１項又は第３項の登

録を受けて広告業を営む者をいう。以下同

じ。）で法人であるものが第24条の２の規定

により登録を取り消された場合において、そ

の処分のあつた日前30日以内にその広告業者

の役員であつた者でその処分のあつた日から

２年を経過しないもの 

(３)～(７) －略－ (３)～(７) －略－ 

２ －略－ ２ －略－ 

附 則 附 則 

５ この条例の施行の日前に改正前の条例の規定５ この条例の施行の日前に改正前の条例の規定



議第 147号 

によつてなされた指定、届出、処分、審議会の委

員の任命その他の行為は、この条例の相当する規

定によつてなされたものとみなす。 

によつてなされた指定、届出、処分、山形県屋外

広告物審議会の委員の任命その他の行為は、この

条例の相当する規定によつてなされたものとみな

す。 

 

 

 

附則第３項関係（山形県景観条例の一部改正） 

現   行 改 正 案 

目次 目次 

第１章～第５章 －略－ 第１章～第５章 －略－ 

第６章 山形県景観審議会（第34条―第41条） 第６章 削除 

第７章 －略－ 第７章 －略－ 

附則 附則 

（基本方針） （基本方針） 

第３条 －略－ 第３条 －略－ 

２ －略－ ２ －略－ 

３ 知事は、基本方針を定めようとするときは、

あらかじめ、山形県景観審議会の意見を聴かな

ければならない。 

３ 知事は、基本方針を定めようとするときは、

あらかじめ、山形県景観形成審議会（以下「審

議会」という。）の意見を聴かなければならな

い。 

４ －略－ ４ －略－ 

（景観計画の策定等） （景観計画の策定等） 

第７条 －略－ 第７条 －略－ 

２ 知事は、法第８条第１項の規定により景観計

画を定めようとするときは、あらかじめ、山形

県景観審議会の意見を聴かなければならない。 

２ 知事は、法第８条第１項の規定により景観計

画を定めようとするときは、あらかじめ、審議

会の意見を聴かなければならない。 

３ －略－ ３ －略－ 

（勧告の手続等） （勧告の手続等） 

第16条 知事は、法第16条第３項の規定による勧

告をしようとするときは、あらかじめ、山形県

景観審議会の意見を聴かなければならない。 

第16条 知事は、法第16条第３項の規定による勧

告をしようとするときは、あらかじめ、審議会

の意見を聴かなければならない。 

２及び３ －略－ ２及び３ －略－ 

（変更命令等の手続） （変更命令等の手続） 

第17条 知事は、法第17条第１項前段又は第５項

の規定により必要な措置をとることを命じよう

とするときは、あらかじめ、山形県景観審議会

の意見を聴かなければならない。 

第17条 知事は、法第17条第１項前段又は第５項

の規定により必要な措置をとることを命じよう

とするときは、あらかじめ、審議会の意見を聴

かなければならない。 

（景観重要建造物の指定の手続等） （景観重要建造物の指定の手続等） 

第19条 知事は、法第19条第１項の規定による景

観重要建造物の指定をしようとするときは、あ

らかじめ、当該指定をしようとする建造物が所

在する市町村の長及び山形県景観審議会の意見

を聴かなければならない。 

第19条 知事は、法第19条第１項の規定による景

観重要建造物の指定をしようとするときは、あ

らかじめ、当該指定をしようとする建造物が所

在する市町村の長及び審議会の意見を聴かなけ

ればならない。 
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２ －略－ ２ －略－ 

（原状回復命令等の手続） （原状回復命令等の手続） 

第21条 知事は、法第23条第１項の規定により原

状回復又はこれに代わるべき必要な措置をとる

べき旨を命じようとするときは、あらかじめ、

山形県景観審議会の意見を聴かなければならな

い。 

第21条 知事は、法第23条第１項の規定により原

状回復又はこれに代わるべき必要な措置をとる

べき旨を命じようとするときは、あらかじめ、

審議会の意見を聴かなければならない。 

２ 知事は、法第26条の規定により必要な措置を

命じ、又は勧告しようとするときは、あらかじ

め、山形県景観審議会の意見を聴かなければな

らない。 

２ 知事は、法第26条の規定により必要な措置を

命じ、又は勧告しようとするときは、あらかじ

め、審議会の意見を聴かなければならない。 

３ 知事は、法第27条第２項の規定による景観重

要建造物の指定の解除をしようとするときは、

あらかじめ、関係市町村の長及び山形県景観審

議会の意見を聴かなければならない。 

３ 知事は、法第27条第２項の規定による景観重

要建造物の指定の解除をしようとするときは、

あらかじめ、関係市町村の長及び審議会の意見

を聴かなければならない。 

（景観重要樹木の指定の手続等） （景観重要樹木の指定の手続等） 

第22条 知事は、法第28条第１項の規定による景

観重要樹木の指定をしようとするときは、あら

かじめ、当該指定をしようとする樹木が所在す

る市町村の長及び山形県景観審議会の意見を聴

かなければならない。 

第22条 知事は、法第28条第１項の規定による景

観重要樹木の指定をしようとするときは、あら

かじめ、当該指定をしようとする樹木が所在す

る市町村の長及び審議会の意見を聴かなければ

ならない。 

２ －略－ ２ －略－ 

（原状回復命令等の手続） （原状回復命令等の手続） 

第24条 知事は、法第32条第１項において準用す

る法第23条第１項の規定により原状回復又はこ

れに代わるべき必要な措置をとるべき旨を命じ

ようとするときは、あらかじめ、山形県景観審

議会の意見を聴かなければならない。 

第24条 知事は、法第32条第１項において準用す

る法第23条第１項の規定により原状回復又はこ

れに代わるべき必要な措置をとるべき旨を命じ

ようとするときは、あらかじめ、審議会の意見

を聴かなければならない。 

２ 知事は、法第34条の規定により必要な措置を

命じ、又は勧告しようとするときは、あらかじ

め、山形県景観審議会の意見を聴かなければな

らない。 

２ 知事は、法第34条の規定により必要な措置を

命じ、又は勧告しようとするときは、あらかじ

め、審議会の意見を聴かなければならない。 

３ 知事は、法第35条第２項の規定による景観重

要樹木の指定の解除をしようとするときは、あ

らかじめ、関係市町村の長及び山形県景観審議

会の意見を聴かなければならない。 

３ 知事は、法第35条第２項の規定による景観重

要樹木の指定の解除をしようとするときは、あ

らかじめ、関係市町村の長及び審議会の意見を

聴かなければならない。 

（眺望景観資産の指定等） （眺望景観資産の指定等） 

第26条 －略－ 第26条 －略－ 

２ 知事は、前項の規定による眺望景観資産の指

定をしようとするときは、あらかじめ、当該指

定をしようとする眺めに係る視点が所在する市

町村の長及び山形県景観審議会の意見を聴かな

ければならない。 

２ 知事は、前項の規定による眺望景観資産の指

定をしようとするときは、あらかじめ、当該指

定をしようとする眺めに係る視点が所在する市

町村の長及び審議会の意見を聴かなければなら

ない。 

３ －略－ ３ －略－ 

（景観回廊の指定等） （景観回廊の指定等） 
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第29条 －略－ 第29条 －略－ 

２ 知事は、前項の規定による景観回廊の指定を

しようとするときは、あらかじめ、当該指定を

しようとする区域の一部をその区域とする市町

村の長及び山形県景観審議会の意見を聴かなけ

ればならない。 

２ 知事は、前項の規定による景観回廊の指定を

しようとするときは、あらかじめ、当該指定を

しようとする区域の一部をその区域とする市町

村の長及び審議会の意見を聴かなければならな

い。 

３ －略－ ３ －略－ 

（公共事業景観形成基準の策定等） （公共事業景観形成基準の策定等） 

第32条 －略－ 第32条 －略－ 

２ 知事は、前項の規定により公共事業景観形成

基準を定めようとするときは、あらかじめ、山

形県景観審議会の意見を聴かなければならな

い。 

２ 知事は、前項の規定により公共事業景観形成

基準を定めようとするときは、あらかじめ、審

議会の意見を聴かなければならない。 

３及び４ －略－ ３及び４ －略－ 

第６章 山形県景観審議会 第６章 削除 

（設置）  

第34条 この条例の規定によりその権限に属させ

られた事項及び知事の諮問に係る良好な景観の

形成に関する重要事項を調査審議させるため、

山形県景観審議会（以下「審議会」という。）

を置く。 

第34条から第41条まで 削除 

（組織）  

第35条 審議会は、委員15人以内で組織する。  

（委員）  

第36条 委員は、学識経験のある者のうちから、

知事が任命する。 

 

２ 委員の任期は、２年とする。ただし、補欠又

は増員により任命された委員の任期は、前任者

又は現任者の残任期間とする。 

 

（会長）  

第37条 審議会に会長を置き、委員の互選により

定める。 

 

２ 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。  

３ 会長に事故があるとき又は会長が欠けたとき

は、会長があらかじめ指名する委員が、その職

務を代理する。 

 

（会議）  

第38条 審議会の会議は、会長が招集する。  

２ 会長は、前項の会議の議長となる。  

３ 第１項の会議は、委員の過半数の出席がなけ

れば、開くことができない。 

 

４ 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決

し、可否同数のときは、議長の決するところに

よる。 

 

（部会）  
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第39条 審議会は、その定めるところにより、部

会を置くことができる。 

 

２ 部会に属すべき委員は、会長が指名する。  

３ 部会に部会長を置き、当該部会に属する委員

のうちから会長が指名する。 

 

４ 部会長は、部会の事務を掌理する。  

５ 部会長に事故があるときは、部会に属する委

員のうちから部会長があらかじめ指名する者

が、その職務を代理する。 

 

６ 審議会は、その定めるところにより、部会の

議決をもって審議会の議決とすることができ

る。 

 

７ 前条の規定は、部会について準用する。この

場合において、同条第１項及び第２項中「会長」

とあるのは「部会長」と、同条第３項及び第４

項中「委員」とあるのは「当該部会に属する委

員」と読み替えるものとする。 

 

（庶務）  

第40条 審議会の庶務は、県土整備部において処

理する。 

 

（会長への委任）  

第41条 この章に定めるもののほか、審議会の運

営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って

定める。 
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山形県県道の構造の技術的基準等を定める条例の一部を改正する条例（案）新旧対照表 

現   行 改 正 案 

（車線等） （車線等） 

第４条 車道（副道、停車帯その他規則で定める

部分を除く。）は、車線により構成されるもの

とする。ただし、第３種第５級又は第４種第４

級の道路にあっては、この限りでない。 

第４条 車道（副道、停車帯、自転車通行帯その

他規則で定める部分を除く。）は、車線により

構成されるものとする。ただし、第３種第５級

又は第４種第４級の道路にあっては、この限り

でない。 

２～４ －略－ ２～４ －略－ 

５ 第３種第５級又は第４種第４級の普通道路の

車道の幅員は、４メートルとするものとする。

ただし、当該普通道路の計画交通量が極めて少

なく、かつ、地形の状況その他の特別の理由に

よりやむを得ない場合又は第34条の規定により

車道に狭窄
さく

部を設ける場合においては、３メー

トルとすることができる。 

５ 第３種第５級又は第４種第４級の普通道路の

車道（自転車通行帯を除く。）の幅員は、４メ

ートルとするものとする。ただし、当該普通道

路の計画交通量が極めて少なく、かつ、地形の

状況その他の特別の理由によりやむを得ない場

合又は第34条の規定により車道に狭窄
さく

部を設け

る場合においては、３メートルとすることがで

きる。 

（副道） （副道） 

第６条 －略－ 第６条 －略－ 

２ 副道の幅員は、４メートルを標準とするもの

とする。 

２ 副道（自転車通行帯を除く。）の幅員は、４

メートルを標準とするものとする。 

 （自転車通行帯） 

 第８条の２ 自動車及び自転車の交通量が多い第

３種又は第４種の道路（自転車道を設ける道路

を除く。）には、車道の左端寄り（停車帯を設

ける道路にあっては、停車帯の右側。次項にお

いて同じ。）に自転車通行帯を設けるものとす

る。ただし、地形の状況その他の特別の理由に

よりやむを得ない場合においては、この限りで

ない。 

 ２ 自転車の交通量が多い第３種若しくは第４種

の道路又は自動車及び歩行者の交通量が多い第

３種若しくは第４種の道路（自転車道を設ける

道路及び前項に規定する道路を除く。）には、

安全かつ円滑な交通を確保するため自転車の通

行を分離する必要がある場合においては、車道

の左端寄りに自転車通行帯を設けるものとす

る。ただし、地形の状況その他の特別の理由に

よりやむを得ない場合においては、この限りで

ない。 

 ３ 自転車通行帯の幅員は、1.5メートル以上とす

るものとする。ただし、地形の状況その他の特

別の理由によりやむを得ない場合においては、

１メートルまで縮小することができる。 
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 ４ 自転車通行帯の幅員は、当該道路の自転車の

交通の状況を考慮して定めるものとする。 

（自転車道） （自転車道） 

第９条 自動車及び自転車の交通量が多い第３種

又は第４種の道路には、自転車道を道路の各側

に設けるものとする。ただし、地形の状況その

他の特別の理由によりやむを得ない場合におい

ては、この限りでない。 

第９条 自動車及び自転車の交通量が多い第３種

（第４級及び第５級を除く。次項において同

じ。）又は第４種（第３級及び第４級を除く。

同項において同じ。）の道路で設計速度が１時

間につき60キロメートル以上であるものには、

自転車道を道路の各側に設けるものとする。た

だし、地形の状況その他の特別の理由によりや

むを得ない場合においては、この限りでない。 

２ 自転車の交通量が多い第３種若しくは第４種

の道路又は自動車及び歩行者の交通量が多い第

３種若しくは第４種の道路（前項に規定する道

路を除く。）には、安全かつ円滑な交通を確保

するため自転車の通行を分離する必要がある場

合においては、自転車道を道路の各側に設ける

ものとする。ただし、地形の状況その他の特別

の理由によりやむを得ない場合においては、こ

の限りでない。 

２ 自転車の交通量が多い第３種若しくは第４種

の道路又は自動車及び歩行者の交通量が多い第

３種若しくは第４種の道路で設計速度が１時間

につき60キロメートル以上であるもの（前項に

規定する道路を除く。）には、安全かつ円滑な

交通を確保するため自転車の通行を分離する必

要がある場合においては、自転車道を道路の各

側に設けるものとする。ただし、地形の状況そ

の他の特別の理由によりやむを得ない場合にお

いては、この限りでない。 

３～５ －略－ ３～５ －略－ 

（自転車歩行者道） （自転車歩行者道） 

第10条 自動車の交通量が多い第３種又は第４種

の道路（自転車道を設ける道路を除く。）には、

自転車歩行者道を道路の各側に設けるものとす

る。ただし、地形の状況その他の特別の理由に

よりやむを得ない場合においては、この限りで

ない。 

第10条 自動車の交通量が多い第３種又は第４種

の道路（自転車道又は自転車通行帯を設ける道

路を除く。）には、自転車歩行者道を道路の各

側に設けるものとする。ただし、地形の状況そ

の他の特別の理由によりやむを得ない場合にお

いては、この限りでない。 

２～４ －略－ ２～４ －略－ 

（歩道） （歩道） 

第11条 第４種（第４級を除く。）の道路（自転

車歩行者道を設ける道路を除く。）、歩行者の

交通量が多い第３種（第５級を除く。）の道路

（自転車歩行者道を設ける道路を除く。）又は

自転車道を設ける第３種若しくは第４種第４級

の道路には、その各側に歩道を設けるものとす

る。ただし、地形の状況その他の特別の理由に

よりやむを得ない場合においては、この限りで

ない。 

第11条 第４種（第４級を除く。）の道路（自転

車歩行者道を設ける道路を除く。）、歩行者の

交通量が多い第３種（第５級を除く。）の道路

（自転車歩行者道を設ける道路を除く。）又は

自転車道若しくは自転車通行帯を設ける第３種

若しくは第４種第４級の道路には、その各側に

歩道を設けるものとする。ただし、地形の状況

その他の特別の理由によりやむを得ない場合に

おいては、この限りでない。 

２～５ －略－ ２～５ －略－ 

（待避所） （待避所） 

第32条 第３種第５級の道路には、次に定めると

ころにより、待避所を設けるものとする。ただ

し、交通に及ぼす支障が少ない道路については、

第32条 第３種第５級の道路には、次に定めると

ころにより、待避所を設けるものとする。ただ

し、交通に及ぼす支障が少ない道路については、
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この限りでない。 この限りでない。 

(１)及び(２) －略－ (１)及び(２) －略－ 

(３) 待避所の長さは、20メートル以上とし、

その区間の車道の幅員は、５メートル以上と

すること。 

(３) 待避所の長さは、20メートル以上とし、

その区間の車道（自転車通行帯を除く。）の

幅員は、５メートル以上とすること。 

（区分が変更される道路の特例） （区分が変更される道路の特例） 

第41条 県道の区域を変更し、当該変更に係る部

分を市町村道とする計画がある場合において、

当該県道を当該市町村道とすることにより道路

構造令第３条第２項の規定による区分が変更さ

れることとなるときは、第３条（同令第３条第

４項及び第５項に係る部分に限る。）、第４条、

第５条第１項、第４項及び第６項、第７条第２

項から第６項まで、第９項及び第11項、第８条

第１項、第10条第３項、第11条第１項、第２項

及び第４項、第14条第１項、第15条第１項、第

18条、第19条、第20条第１項、第22条、第24条

第２項、第25条第３項、第29条第３項、第32条

並びに第34条並びに同令第４条及び第12条の規

定の適用については、当該変更後の区分を当該

県道の区分とみなす。 

第41条 県道の区域を変更し、当該変更に係る部

分を市町村道とする計画がある場合において、

当該県道を当該市町村道とすることにより道路

構造令第３条第２項の規定による区分が変更さ

れることとなるときは、第３条（同令第３条第

４項及び第５項に係る部分に限る。）、第４条、

第５条第１項、第４項及び第６項、第７条第２

項から第６項まで、第９項及び第11項、第８条

第１項、第９条第１項及び第２項、第10条第３

項、第11条第１項、第２項及び第４項、第14条

第１項、第15条第１項、第18条、第19条、第20

条第１項、第22条、第24条第２項、第25条第３

項、第29条第３項、第32条並びに第34条並びに

同令第４条及び第12条の規定の適用について

は、当該変更後の区分を当該県道の区分とみな

す。 

（小区間改築の場合の特例） （小区間改築の場合の特例） 

第42条 道路の交通に著しい支障がある小区間に

ついて応急措置として改築を行う場合（次項に

規定する改築を行う場合を除く。）において、

これに隣接する他の区間の道路の構造が、第４

条、第５条第４項から第６項まで、第６条、第

８条、第９条第３項、第10条第２項及び第３項、

第11条第３項及び第４項、第14条第２項及び第

３項、第17条から第24条まで、第25条第３項並

びに第27条の規定による基準に適合していない

ためこれらの規定による基準をそのまま適用す

ることが適当でないと認められるときは、これ

らの規定による基準によらないことができる。 

第42条 道路の交通に著しい支障がある小区間に

ついて応急措置として改築を行う場合（次項に

規定する改築を行う場合を除く。）において、

これに隣接する他の区間の道路の構造が、第４

条、第５条第４項から第６項まで、第６条、第

８条、第８条の２第３項、第９条第３項、第10

条第２項及び第３項、第11条第３項及び第４項、

第14条第２項及び第３項、第17条から第24条ま

で、第25条第３項並びに第27条の規定による基

準に適合していないためこれらの規定による基

準をそのまま適用することが適当でないと認め

られるときは、これらの規定による基準によら

ないことができる。 

２ 道路の交通の安全の保持に著しい支障がある

小区間について応急措置として改築を行う場合

において、当該道路の状況等からみて第４条、

第５条第４項から第６項まで、第６条、第７条

第２項、第８条、第９条第３項、第10条第２項

及び第３項、第11条第３項及び第４項、第14条

第２項及び第３項、第21条第１項、第23条第２

項、第25条第３項、次条第１項及び第２項並び

に第44条第１項の規定による基準をそのまま適

２ 道路の交通の安全の保持に著しい支障がある

小区間について応急措置として改築を行う場合

において、当該道路の状況等からみて第４条、

第５条第４項から第６項まで、第６条、第７条

第２項、第８条、第８条の２第３項、第９条第

３項、第10条第２項及び第３項、第11条第３項

及び第４項、第14条第２項及び第３項、第21条

第１項、第23条第２項、第25条第３項、次条第

１項及び第２項並びに第44条第１項の規定によ
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用することが適当でないと認められるときは、

これらの規定による基準によらないことができ

る。 

る基準をそのまま適用することが適当でないと

認められるときは、これらの規定による基準に

よらないことができる。 
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